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令和２年 第 4 回北広島市環境審議会 議事録  

  

■日 時：令和２年 10 月 28 日（水） １８：３０～２０：３０  

  

■会 場：市役所本庁舎 ５階 議会委員会室  

  

■出席者： （委  員） 

早矢仕会長、鈴木副会長、安藤委員、齊藤委員、皆木委員、 

後藤委員、橋本委員、森下委員、木川委員（９名）  

（事務局：市民環境部） 

高橋部長、阿部課長、新川主査、髙橋主事、大木主事（５名） 

 

■審議内容  

 

【開会】 

 

【開会挨拶】 

 

【議事録署名委員の選出】 

  

【議事 協議事項１「第 3 次北広島市環境基本計画策定について」】  

  

（事務局より説明） 

 

○Ａ委員 

前回にも出ていた話ですが、30 ページの成果指標には実績値が平成 30 年度の 1 つしかありません。この中には家庭系と事

業系が合計されたものとして出されていると思うので、実際は事業系が増えるから全体も増えるという話でしたが、家庭系の人がど

れくらい努力する必要があるのか、事業系の人がどれくらい努力する必要があるのか判断できません。減らさなければいけないという

ことで載せていると思いますが、どれくらいの量をどうしたらいいのかが見えてこないので、家庭系と事業系、また 10 年後の人口減に

よって減る分なども含めて、もう少し詳しく出してほしいと思います。 

 

○事務局 

目標達成のための行動については、個別計画として一般廃棄物処理基本計画を作っているため、そちらで対応していきたいと

思います。 

 

○Ｂ委員 

事業系ごみ排出量ですが、令和 12 年度に増える予想なのはボールパークに起因するものと聞いています。このボールパークか

らの排出量を別にして、いままでの事業系のごみを減らしていく形の目標値にしてはいかがでしょうか。 
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○事務局 

ごみの量の変化については一般廃棄物処理基本計画で推計を行っていて、ボールパークや輪厚工業団地を含めたごみの量に

ついてどれくらい増えるかを分析しています。現状で推移した場合の排出量と、対策を実施した場合の排出量も検証していますの

で、環境基本計画では載せられませんが、一般廃棄物処理基本計画ではそちらも掲載したいと思います。 

 

○Ｃ委員 

環境基本計画に直接載せられないのであれば、「一般廃棄物処理基本計画に詳細を載せている」という注意書きを書いては

どうでしょうか。 

 

○事務局 

注意書きは可能ですので、そのように対応したいと思います。 

 

○Ｄ委員 

12 ページについて、別紙 2 の内容に変更するということですが、具体的にどこを変更するのでしょうか。 

 

○事務局 

「めざす環境の姿」と「めざす市民の姿」の間に矢印を入れ、「めざす環境の姿の実現のために」という文言を追加しています。 

 

【4 章 3 自然共生社会について】 

 

（事務局より説明） 

 

○Ｃ委員 

36 ページ「２）地域の動植物との共存」にガイドラインの話を入れてもらいましたが、「１）豊かな森林・河川環境の保全」に

入っているほうが適切ではないでしょうか。「２）地域の動植物との共存」は動植物の個体管理や種の保存に主眼が置かれてお

り、「１）豊かな森林・河川環境の保全」は生息環境全体の保全に主眼が置かれていると思いますので、ご検討をお願いします。 

 

○事務局 

検討させていただきます。 

 

○Ｅ委員 

「昆虫類や魚類など合計 59 種」とありますが、これは昆虫類と魚類で 59 種類ということでよろしいのでしょうか。 

 

○事務局 

その通りです。 

 

○Ｅ委員 

そうしますと、ここに合計と入っていますと、ほ乳類なども含めて 59 種類と思えてしまうので、合計を取ってしまってもよいのではな

いでしょうか。 

 

○事務局 

御指摘を踏まえて表現を変更したいと思います。 
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○Ｄ委員 

昆虫類が何種類、魚類が何種類とそれぞれを分けて表記するということでしょうか。 

 

○事務局 

御指摘の通りに分けて表記するか、昆虫類と魚類などとするか、検討したいと思います。 

 

○Ｄ委員 

昆虫類と魚類をまとめるのは無理がありますので、別々にしたほうがよいと思います。 

 

○事務局 

検討させていただきます。 

 

○Ｃ委員 

昆虫類と魚類を分けるのでしたら、32 ページ「②野生生物」の 2 つ目と同じ項目順序で記載した方がよいと思います。 

 

○Ｄ委員 

32 ページ「②野生生物」について、感覚的な話ですが、脊椎動物を並べるときの順序は、ほ乳類、鳥類、爬虫類、両生類、

魚類と並べることが一般的と思います。 

 

○事務局 

御指摘の通りに修正したいと思います。 

 

○Ｃ委員 

動物の記載順序については、分類群に従って記載していただければと思います。また、32 ページ「②野生生物」2 つ目には甲

殻類が 4 種類と入っていますが、3 つ目には記載がありません。ニホンザリガニなどが該当すると思います。陸産貝類にも重要種が

ありますので、可能な範囲で入れていただきたいと思います。 

 

○事務局 

御指摘を踏まえて整理したいと思います。 

 

○Ｄ委員 

盗掘の危惧などがあり、絶滅危惧種が北広島市にいることを隠したいという意図があるのでしたら別ですが、そうでないのでした

ら、守る視点の中に挙げたほうがよいと思います。 

 

○事務局 

そういった意図はないため、御指摘を踏まえて整理したいと思います。 

 

○事務局 

前の話になりますが、2 回目の審議会の内容について補足いたします。Ｄ委員から、「温暖化対策と気候変動の記載を分け

なくてもよいのでは」というご質問がありましたが、国で気候変動適応法が制定されたこともあり、あえて分けています。もう一点、3

回目の審議会の内容ですが、水源涵養部分の「森林の保有する多面的機能の維持に努めます」について、「森林の吸収する

CO2 との兼ね合い」と答えましたが、それは誤りで、正しくは「森林の保水力を高めて洪水対策をする」です。失礼いたしました。 
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【4 章 4 地球環境について】 

 

（事務局より説明） 

 

○Ｅ委員 

成果指標で、「再生可能エネルギーや次世代エネルギーを使用している世帯割合」を 8％から 30％にするという目標があり、

素晴らしいと思いますが、一方で43ページの市民意識調査結果、「図33：再生可能エネルギーを使っているか」では、約50％

が「今後も使う予定がない」となっており、乖離が大きいのではないでしょうか。これに対する行政の施策は 46 ページで 1 つだけ挙

げられていますが、この施策だけでは厳しいと思います。他の考えなどはあるのでしょうか。 

 

○事務局 

「今後も使う予定がない」は約 50％ですが、「これから行いたい」、「時々行っている」、「行っている」を合計すると約 30％ありま

す。それらに、「わからない」としている方へも今後啓発していくとして含めれば、「再生可能エネルギーや次世代エネルギーを使用し

ている世帯割合」を 30％とすることについて、高い目標ですが無理なものではないと思っています。 

 

○Ａ委員 

次世代自動車を BEV・PHEV・FCEV などとアルファベットで並べていますが、これを高齢者などが見た場合何のことか分からな

いのではないでしょうか。もう少し分かりやすく、電気自動車・プラグインハイブリッド自動車・水素自動車などの日本語を入れたうえ、

説明を入れてはどうでしょうか。 

 

○事務局 

計画内にある分かりづらい表記については、用語解説に盛り込みたいと思っていますので、そちらで対応したいと思います。 

 

○Ｄ委員 

用語解説に入れるとは別に、アルファベットの後ろに括弧をつけて日本語を表記してもよいのではないでしょうか。 

 

○事務局 

レイアウトなどの関係もありますので、調整したいと思います。 

 

○Ｃ委員 

用語解説のみで対応するとなると、このままではどの言葉が用語解説に書いてあるかが分からないので、何か印をつけてもよいの

ではないでしょうか。 

 

○事務局 

※印などを付けて対応したいと思います。 

 

○Ａ委員 

市民の役割に、「所有する際は次世代自動車を検討します」とありますが、例えばいま水素エネルギーを購入しようとすると高い

金額になると思います。一般市民の方も次世代自動車が良いものだとは分かると思いますが、車の耐用年数など、一般的な評

価をするのは難しいのではないでしょうか。国や市の補助金で車両代金全てを賄うのであれば別ですが、推奨するだけでは、具体

的なことになると悩みが出ると思います。いかがでしょうか。 
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○事務局 

46 ページ「5）再生可能エネルギー・次世代エネルギーの活用」に、「次世代自動車の普及促進について、導入支援策を検

討します」としており、補助金がいいのか別のものがいいのか、またその検討も含めての表現としています。 

 

○Ｄ委員 

車のように技術がどんどん変わっていくものは、例えば、数年たてば化石燃料による電気を使った電気自動車は環境に悪い、と

なるかもしれないので、具体的なものを次世代として推奨するのは怖い気もします。 

 

○Ｄ委員 

46 ページ「5）再生可能エネルギー・次世代エネルギーの活用」で「地中熱等の未利用エネルギーに対する国の支援策などの

情報提供を行います」とありますが、市民が地中熱で何かをしようと思ったとき、国の支援を受けて個人や小さな事業所が出来る

ものなのでしょうか。 

 

○事務局 

いまの国の支援では個人単位のものはやっておらず、事業所単位のものはあります。今までは事業所に対して周知が不足して

いた部分があるので、活用についての周知を行えればということで入れています。 

 

○Ｄ委員 

「5）再生可能エネルギー・次世代エネルギーの活用」の項目は、事業活動も個人の暮らしも含まれているものという理解でよ

ろしいでしょうか。 

 

○事務局 

その通りです。 

 

○Ｄ委員 

そうしますと、事業所しか対象となっていないものを一緒に並べるのは不親切ではないでしょうか。 

 

○事務局 

周知の仕方については、普段の行政事務の中で混乱を招かない形で対応していきたいと思います。 

 

○Ｂ委員 

市役所庁舎を新設するにあたって地中熱を使っていると思いますが、その具体的な効果は分かりますか。 

 

○事務局 

効果を実感しているということではありますが、具体的な数字は現在把握していません。 

 

○Ｂ委員 

他のものと一緒になってしまうので分かりにくいのでしょうか。 

 

○事務局 

地中熱を入れたことで使われなくなった燃料を出すことで、化石燃料削減の実績を出すことはできます。 
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○Ａ委員 

事業者の役割に、「環境マネジメントシステムの導入」ということで ISO やエコアクションが出てきますが、ISO などを導入した企

業がいま逆に撤退している状態になっています。中小企業では、維持管理が大変なことに比べて業務受注に繋がっていない部分

があり、負荷が多すぎて止めている事業者がたくさんいると思います。それでもある程度の規模の事業者には環境への取り組みを

やってもらわないといけませんが、環境マネジメントシステムの導入が温暖化対策に直結するわけではないので、どう運用していくか

が重要です。また、漠然とこの文章だけを書いても誰も導入しないと思うので、北広島市の事業者数に対して導入数がどれくらい

あり、それをどれくらい拡大したいと考えており、それをもっと有効活用するために市でもお手伝いをする、という風にした方がよいと思

います。 

 

○事務局 

導入に向けた何かしらの対応はしなければいけないと考えていますので、普段の行政事務の中で対応したいと思います。 

 

【4 章 5 環境教育・環境配慮行動について】 

 

（事務局より説明） 

 

○Ｅ委員 

53 ページ「2）情報発信」の 2 つ目、「分かりやすいパンフレットやガイドブックなど」ですが、将来を見据えたときに紙媒体でよい

のか疑問です。若年層に対する教育を考えると、紙媒体のパンフレットを読まない可能性が高いため、電子媒体の文言も追加し、

優先順位の高い位置に置いてもよいのではないでしょうか。 

 

○事務局 

50 ページの市民意識調査結果、「図 37：環境に関する情報の入手先」では、自治体などの広報誌・パンフレットなどが高く

なっていました。回答者に高齢者が多かったということもありますが、ガイドブックやパンフレットには QR コードなどを読み込みインター

ネットで見られるものもありますので、そういったものを含めての表現としています。 

 

○Ｃ委員 

Ｅ委員の御意見に賛成です。市のホームぺージではガイドブックやパンフレットは見られる状態になっていますので、ここにもインタ

ーネット等と追加することでより分かりやすくなると思います。 

 

○Ｆ委員 

お二人の御意見に賛成です。インターネット等などの表記があった方がよいと思います。 

 

○事務局 

表記させていただきます。 

 

○Ｃ委員 

抜けているだけだと思いますが、52 ページに「（３）取組内容」がない状態でした。「（２）基本方針」の次に「（４）成果

指標」が来ていますので、52 ページ「①環境学習・教育の充実」の上に「（３）取組内容」が入るのではないでしょうか。 

 

○事務局 

抜けていましたので追加いたします。 
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○Ａ委員 

全体を通して縦割り行政の印象を感じます。これからは、隣町も含めて協力してやっていかなければならないのではないでしょう

か。市単体で完結するのではなく、10 万人の都市ではできなくても 100 万人以上の都市ではできることもあるので、道や隣町が

やっているイベントなどへの積極的な参加の案内を流すなど、そういった協力もしながらやっていくといったような書き方が出来ないで

しょうか。 

 

○事務局 

57 ページ「5.2 計画の協働推進の方針」に、国・北海道・近隣市町村・関係機関との連携・調整について記載がありますの

で、こちらで対応しております。 

 

○Ｂ委員 

54 ページの市民の役割ですが、大事な項目なのに 2 つしか入っていません。色々な情報が発信されているので、そういったもの

を積極的に取り入れるなど、もう少しできる行動を入れてもよいのではないでしょうか。 

 

○事務局 

「情報を積極的に取り入れる」という部分を追加したいと思います。 

 

○Ｂ委員 

「情報を積極的に取り入れて環境を考えた行動をする」にするなど、もう少し膨らませてもらえればと思います。 

 

【5 章 計画の推進について】 

 

（事務局より説明） 

 

○Ｅ委員 

58 ページ「5.3 計画の進行管理」ですが、PDCA サイクルについて分からない方もいると思いますので、「図 40：PDCA サイク

ルによる計画の進行管理」に具体的な例をつけないとイメージがしづらいと思います。また、計画の進行管理は PDCA サイクルで

行うということですので、PDCA サイクルの説明を最初に持ってくるほうが分かりやすいのではないかと思います。 

 

○事務局 

「図 40：PDCA サイクルによる計画の進行管理」は分かりやすい表記に変更したいと思います。計画進行管理を入れる場所

については検討したいと思います。 

 

○Ｅ委員 

計画進行管理を入れる場所は、「5.3 計画の進行管理」の最初に持ってきてもらえればと思います。進行管理を PDCA で回

すと宣言し、そこに対して行政として評価をする、という形にしないと繋がりが見えづらく混乱すると思います。 

 

○事務局 

御指摘のように修正したいと思います。 

 

○Ｆ委員 

PDCA サイクルの期間はどれくらいを想定していますか。 
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○事務局 

色々な計画がありますので、短期で終わるものや、本計画のように 10 年単位のものなど、項目ごとによるものと思っています。 

 

○Ｆ委員 

私は計画に携わることが度々あるのですが、PDCA サイクルを設定しても、実際にやっているところを見たことがありません。ここが

一番大事ですので、なおざりになってしまっては問題だと思います。ですので、可能であれば、まず PDCA サイクルの図を、１回ま

わしたら次の段階に行くような、３次元のらせん階段のようなものにしてはどうでしょうか。10 年の計画ですので、1 年ごとに目標を

分けて、達成具合を確認して改善していくような形にできればよいと思います。 

 

○事務局 

PDCA サイクルの図をらせん状のデザインにすることも含めて改善したいと思います。 

 

○Ａ委員 

計画推進のための 5 章ですので、PDCA サイクルに基づいて計画を推進していくという意味で、「５章 計画の推進」の最初に

「計画の進行管理」の項目があった方がよいと思います。もう一つ、52 ページの「2）環境教育の充実」のところですが、いまは

SDGs が小中学校での授業にも入ってきていますので、ここに SDGs という言葉を入れることはできないでしょうか。 

 

○事務局 

SDGs についてですが、市内の小中学校ではまだカリキュラムにまで含まれていない部分がありますので、環境基本計画の中に

入れることは難しい状況となっています。PDCA サイクルの位置を「５章 計画の推進」の最初に持ってくることについては、御意見

としていただきたいと思います。 

 

【その他】 

 

【議事 協議事項 2「北広島のかんきょうについて」】 

 

（事務局より説明） 

 

○Ｃ委員 

28 ページ「（2）特別天然記念物 野幌原始林」ですが、指定年度などについて、これまでのものから一部変更になったもの

があります。また、国有林と市有林が一部混在している状況にあると思いますので、詳細を後程メールしたいと思います。 

 

○Ｇ委員 

「北広島のかんきょう」はどこで使用されているものなのでしょうか。 

 

○事務局 

市のホームページで公開しているほか、市内の小中学校や出張所などに配布しています。 

 

○Ｇ委員 

そうしますと、「北広島市環境基本計画」よりも「北広島のかんきょう」の方が一般市民の目に触れる機会が多いということでよ

ろしいでしょうか。 
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○事務局 

その通りです。 

 

○Ｅ委員 

「北広島のかんきょう」は、どこに着眼して内容を見ればよいのでしょうか。 

 

○事務局 

令和元年度の数値等は第１回の環境審議会でご説明していますので、数値の部分よりも、より伝わりやすい表現や説明の

流れについて、着目していただければと思います。 

 

○Ｅ委員 

表現の対象となるのは中学生くらいという認識でよろしいでしょうか。 

 

○事務局 

その通りです。小学生向けには、これとは別に「こどもの北広島のかんきょう」を作成しますので、そちらで対応したいと思います。 

 

○Ｄ委員 

28 ページ「（2）特別天然記念物 野幌原始林」について、令和元年度に何をしたのかが分かりづらい記載となっています。

また、最後の段落の上の部分と下の部分のつながりがわかりづらい内容となっています。 

 

○Ｃ委員 

いまの話については、29 ページの「特別天然記念物 野幌原始林位置図」で既存指定範囲と追加指定範囲を分かるように

し、合わせて面積と年代も記載すればより分かりやすくなると思います。 

 

○Ｄ委員 

その通りだと思います。林班名が書かれていても場所が分からないので、元々どこが指定されていてどこが追加されたのかが 29

ページの「特別天然記念物 野幌原始林位置図」でも分かればよいと思います。ところで、ここでは団地の後に括弧で林班と表

現されていますが、林班のことを団地と言うのでしょうか。ここには住宅があるのでしょうか。 

 

○事務局 

林班を団地と言っているわけではありません。また、この地域は森林ですので、住宅があるわけでもありません。 

 

○Ｃ委員 

団地という表現についてどこから出てきた言葉なのかわからないので、分かりやすい表現に変更してはどうかと思います。 

 

○Ｄ委員 

委員の皆様から「北広島のかんきょう」について御意見をいただき、それに基づいて表現を変更していく手順と思いますが、しばら

くは環境審議会がないということでしたので、修正した内容は各委員にフィードバックされていくということでしょうか。 

 

○事務局 

御意見いただいた部分は修正し、郵送やメールでご報告させていただきます。環境審議会で議論しなければいけない部分が出

れば、次回の環境審議会の開催時となりますが、特になければ、修正・変更のご報告となります。 
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○Ｄ委員 

委員の皆様からの御意見は委員全員で共有できるのでしょうか。 

 

○事務局 

その予定です。こういった質問をいただいており、このように変更しています、といった形で回答したいと思います。 

 

○Ｂ委員 

13 ページの「市役所での環境マネジメントシステムの運用」で、令和元年度の温室効果ガスの排出量が平成 26 年度比で

7.5％減とありますが、37 ページでは、「平成 29 年度に新しい庁舎ができて基準年と大きく乖離したため、平成 30 年度比

1.6％減の削減目標としました」とあります。13 ページで平成 26 年度と比較しているのに、37 ページで平成 30 年度と比較して

いるのはなぜでしょうか。 

 

○事務局 

13 ページの「7.5％減」は誤植で、「7.5％増」が正しいものでした。失礼いたしました。 

 

○Ｄ委員 

13 ページの「市役所での環境マネジメントシステムの運用」の部分に 7.5％増の数字は必要でしょうか。上の文章を読んだ後

に 7.5％増と書かれると、「市役所は何をやっているのだ」と思われるのではないでしょうか。原因である市役所庁舎の建て替えに

ついての説明は後ろのページにあるため、違和感があります。 

 

○事務局 

実績を載せるのか、注意書きで建て替えについて言及するか、検討したいと思います。 

 

○Ｅ委員 

「北広島市環境基本計画」や「北広島のかんきょう」ではコロナウイルスの問題について扱わないのでしょうか。 

 

○事務局 

例えば、密を防ぐためになるべく自家用車を使うということで温室効果ガスの排出量が増えますが、一方でテレワークの推進や

事業活動の低減で大気汚染が改善されているといった話もあり、そのほかにも色々な研究が進んでいる最中で状況が変化し続

けていることを考えると、全てを網羅できるとよいのですが、どれがいま当てはまるかを計画に反映することはできていない状況です。 

 

○Ｃ委員 

環境審議会以外でコロナウイルスを扱う審議会は、北広島市ではあるのでしょうか。 

 

○事務局 

全てを把握しているわけではありませんが、現状はないと思います。 

 

○Ｃ委員 

もし今後出てくれば、そちらを取りあげてもらえれば、北広島市として何らかの取組をしていることを対外的に言えるかと思います。 
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○事務局 

そういった情報があればこちらの方でもご報告したいと思います。またコロナウイルスに関しては、自然破壊が基で新しいウイルス

が蔓延しているという話もありますので、国が環境との関連を計画で位置づければ、北広島市環境基本計画でも取り扱う必要が

あると考えています。 

 

○Ｄ委員 

非常に難しい時期に環境基本計画を見直さなければならないこととなりましたが、世の中が激変している時代なので、10 年よ

りも早く見直しが必要となるかもしれません。現段階ではコロナウイルスという文字が出てきませんが、やむを得ないこととも思います

ので、よろしいでしょうか。 

 

（全委員から了承） 

 

【その他】 

 

【閉会】 

 

    

 

 

 

 

 


